
＜一般委託＞

1 目      的 
 処理開始区域内管路施設の流下機能を保持し、当該施設の機能を正常な状態に保つた
め管路施設の清掃業務、および発生する汚砂等の産業廃棄物運搬業務を委託するもの
である。

2 履行期間 令和元年７月１日から令和2年３月31日

3 施行場所 横須賀市公共下水道供用開始区域

4 業務内容  

(１) 管渠清掃業務　　　　　　　　　　　　 　　   ２３，８００ｍ
(２) 伏越管渠清掃業務　　　　　　　　　　　　 　 　　　　　２か所
(３) 雨水調整池清掃業務　　　　　　　　　 　 　　 　　　　 ３か所
(４) 産業廃棄物運搬業務　　　　　　　　　　　　　　　　２７６ｔ
(５）汚水ます清掃業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０回
(６) 緊急調査出動費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ５回
 
（注　この数量は予定であり、発注量を保証するものではありません。）

5 特記事項
別紙特記仕様書のとおり。又、当該維持管理業務委託のための予算が市議会で承認さ
れ次年度当初に両者合意した場合、令和２年４月１日から６月30日まで同内容の業務
について、同一単価で随意契約にて委託をする予定。

6 関係法規 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

7 資格要件 

本業務履行については、下記の資格を有すること。
（１）産業廃棄物収集運搬業の許可(汚泥)
        （神奈川県知事、あるいは横須賀市長及び横浜市長の許可)
 (２）産業廃棄物収集運搬業の許可(廃プラスチック類、木くず、金属くず、
    ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類)
        （神奈川県知事、あるいは横須賀市長の許可)

8 契約方法  単価による業務委託契約（一般委託） 単位は別紙特記仕様書のとおり

9 支払方法

本件は各月末締めをもって受託者の請求により精算する。
各単価に数量を乗じた金額は、円未満切捨てとする。
消費税として精算額に、その税率相当額を加算（円未満の端数切捨て)するものとす
る。

10 その他事項 この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。

11
監　督　員
連　絡　先

横須賀市上下水道局 技術部 下水道管渠課　藤木 良　電話　046-822-8396

・この業務を施行するにあたって、仕様書でグリーン物品購入の指示がある場合は、横須
賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品等を納入すること。また、仕様
書で特に指示がない場合で委託代金に物品等の購入経費が含まれている場合は、できるだ
けこの方針に基づく環境物品等の調達をお願いします。
(上記方針については、本市のホームページ横須賀のグリーン購入参照）

・本市は、独自の環境マネジメントシステム（ＹＥＳ）により事務事業の環境負荷低減に
努めているので、受託者においてもできる限り環境に配慮して業務を執行するようお願い
します。

公共下水道管路施設維持管理業務委託（その２） （一般委託）仕様書

 公共下水道管路施設維持管理業務委託（その２）に基づく内容は、本仕様書の定めるところによる。

グリーン物品購入
及び

ＩＳＯ関係

＜指示又は希望事項＞



(税抜き：円）

作業名 予定数量 単　位 上限単価 契約単価

高圧洗浄車清掃業務 21,800 ｍ 1,215

吸引車清掃業務 2,000 ｍ 2,444

吸泥車清掃業務 10 ㎥ 36,870

吸泥車清掃業務(夜間) 5 ㎥ 48,668

人力清掃業務 10 ㎥ 17,819

積込業務 10 ㎥ 17,876

汚砂運搬業務(揚泥車、
市外)

80 ｔ 9,011

汚砂運搬業務(揚泥車、
市内)

150 ｔ 6,341

汚砂運搬業務(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯ
ｸ、市外)

5 ｔ 6,800

汚砂運搬業務(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯ
ｸ、市内)

40 ｔ 5,135

混合廃棄物運搬業務(ﾀﾞ
ﾝﾌﾟ、市内)

1 ｔ 14,728

汚水ます清掃業務 20 回 130,042

汚水ます清掃業務(夜
間)

10 回 176,683

緊急調査出動費 5 回 47,347

※契約単価は、各項目ごとに定めた上限単価以下とすること
※予定数量に単価を乗じた金額の合計額を入札金額とすること
※契約単価は、契約者が記入する。

公共下水道管路施設維持管理業務委託(その２）
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公共下水道管路施設維持管理業務委託（その２） 特記仕様書 

 

１   委託目的 

    本委託は横須賀市公共下水道の機能を正常な状態に保つため、施設及び用地の維持管理業 

  務及び発生する産業廃棄物の運搬業務を行うものである。（雨水ますの清掃業務は除く） 

 

２  委託項目 

    次に掲げる業務について、それぞれの単価で契約する。 

  （１） 高圧洗浄車清掃業務（φ250mm 堆積率 15％）                        ｍ当たり 

  （２） 吸引車清掃業務（φ800mm 堆積率 15％）                            ｍ当たり 

  （３） 吸泥車清掃業務                                                 ㎥当たり 

  （４） 吸泥車清掃業務（夜間）                                           ㎥当たり 

  （５） 人力清掃業務                                                   ㎥当たり 

  （６） 積込業務                                                       ㎥当たり 

  （７） 汚砂運搬業務（揚泥車運搬、運搬先市外）                            ｔ 当たり 

  （８） 汚砂運搬業務（揚泥車運搬、運搬先市内）                            ｔ 当たり 

  （９） 汚砂運搬業務（４t ダンプトラック運搬、運搬先市外）                    ｔ 当たり 

  （10）汚砂運搬業務（４t ダンプトラック運搬、運搬先市内）                     ｔ 当たり 

  （11）混合廃棄物運搬業務（２t ダンプトラック運搬、運搬先市内）               ｔ 当たり 

  （12）汚水ます清掃業務                                                回当たり 

  （13）汚水ます清掃業務（夜間）                                          回当たり 

  （14）緊急調査業務（土日祝祭日、夜間）                                  回当たり 

 

３  履行条件 

    本業務委託の履行にあたっては、下記の条件を満足していること。 

  (１) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められている、神奈川県知事、あるいは横須賀市 

    長及び横浜市長の産業廃棄物収集運搬業の許可（汚泥）、ならびに神奈川県知事、あるいは 

    横須賀市長の産業廃棄物収集運搬業の許可（廃プラスチック類、木くず、金属くず、ガラスく 

    ず・コンクリート くず及び陶磁器くず、がれき類）を得ていること。 

  (２) 主要清掃機械（高圧洗浄車、揚泥車、強力吸引車、給水車、ダンプトラック、クレーン付 

    トラック）を常時（年間 365 日 24 時間）待機出来ること。なお、深度がある管渠施設の清掃で 

    超強力吸引車が必要な場合は配備が可能なこと。 

  (３) 緊急時においては、土日、祝祭日、昼夜を問わず迅速な対応が出来ること。（大規模災害発 

    生等、やむを得ない場合を除く） 

  (４) 公共下水道施設の軽微な補修に関する知識と資器材を有し補修工事を行なえること。 

 

４  作業内容 

    各作業の詳細は「実施要領」による。 
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５  完了届 

    月末締めをもって速やかに実施報告書類とともに「完了届」を提出すること。 

    また、委託代金の請求は業務完了後に行うこと。 

 

６  報告書類 

    清掃作業の実績について、月ごとに「報告書類」を作成し提出すること。 

  （１） 集計表    作業場所と契約項目について、集計表を作成すること。 

  （２） 作業日報  作業日ごとに清掃を行なった路線の管記番号、清掃延長、作業員数、汚砂量、 

                使用機械、ガス検知結果表などを記録すること。 

  （３） 記録写真  委託名、作業場所、日付が入った黒板とともに各作業の状況、出来形が判別 

                できるよう適宜撮影のこと。また、産業廃棄物の運搬については、運搬日ごとに 

                積込状況、運搬状況（主要な交差点、幹線道路で車両ナンバーが確認できるよ 

                うに撮影）、荷降し状況を撮影し、経路図とともに提出すること。 

                写真はサービス版カラー写真で、写真帳はＡ４版とする。 

  (４) 出来形書類等 

    ア  一般管渠の清掃 

        清掃を行った路線について、管径、清掃延長、汚砂堆積深率、発生汚砂量、φ250mm、 

      φ800mm への換算延長（少数点第１位四捨五入、整数止め）を管記番号毎に算出して、 

      「２ (1) 高圧洗浄車清掃業務及び(2) 吸引車清掃業務」により延長を報告すること。 

      （ア） 堆積実績図 

          管渠清掃を行った管路を堆積深別に下の色分けをした平面図を作成すること。 

               ０ ～ ３ｃｍ未満・・・・・・青色      ３ ～ ５ｃｍ未満・・・・・・緑色 

               ５ ～10ｃｍ未満・・・・・・・茶色      10～15ｃｍ未満・・・・・・黄色 

               15ｃｍ以上・・・・・・・・・・・赤色 

      （イ） 換算方法 

          管渠の換算延長は、清掃延長に管径・堆積深別換算表 別表 A、B より求めた換算係 

        数を乗じて算出する。 

          また、函渠など円形管でない場合の換算延長は、断面積から管径を堆積量から堆積深 

        を決定し、清掃延長に管径・堆積深別換算表 別表 A、B より求めた換算係数を乗じて算 

        出する。 

 

             （例） □横 1,000 ㎜×縦 1,500 ㎜ 平均堆積厚 10 ㎝の場合 

                （断  面）＝1m×1.5 m＝1.5 ㎡ → 1,350 ㎜＝1.431 ㎡（直近下位） 

                （堆積深）＝1m×0.1 m＝0.1 ㎡ → 1,350 ㎜堆積深 10%＝0.0745 ㎡（近似値） 

                          ゆえに 換算管径は、 1,350 ㎜  堆積深 10%と決定する。 

 

          ただし、油類の付着が激しい場合は、さらに 1.2 を乗じ補正する。 

          また、管にモルタル等が相当量固着している場合など標準清掃作業と著しく相違する 

        場合は、作業量等から別途、換算係数を定めるものとする。 
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    イ  水路（開渠）の清掃（浚渫） 

        清掃を行った水路について、清掃方法ごとに水路断面、清掃延長、汚砂堆積深、発生汚 

      砂量、換算延長（少数点第１位四捨五入、整数止め）を報告すること。 

        高圧洗浄車等による清掃は、「２ (1) 高圧洗浄車清掃業務及び(2) 吸引車清掃業務」に 

      より延長を報告すること。この場合の換算延長の算出方法は、上記函渠の清掃と同様とす 

      る。 

        大断面の水路などでの吸泥車による清掃は「２ (3) 吸泥車清掃業務」により発生汚砂量 

      を報告すること。 

        人力により水路を浚渫した場合は、「２ (5) 人力清掃業務」により発生汚砂量を報告す 

      る。また、クレーン付トラックを使い土砂を積込む場合は、「２ (6) 積込業務」により積込汚砂 

      量を報告すること。 

        浚渫土に大きな岩が混在している場合など、標準清掃作業と著しく相違する場合は、作業 

      量等から別途、換算係数を定めるものとする。 

    ウ  伏越マンホール、伏越管渠の清掃 

        清掃を行った伏越しマンホール、伏越管渠について、堆積量が分かる断面図を作成し、 

      マンホールについては、「２ (3) 吸泥車清掃業務」または「２ (4) 吸泥車清掃業務(夜間)」に 

      よりマンホール内の堆積汚砂量を、伏越し管については管径、清掃延長、汚砂堆積深率、 

      φ250mm、φ800mm への換算延長（少数点第１位四捨五入とし、整数止めとする）を報告す 

      ること。 

        ただし、潮待ち作業など時間的な制約がある場合など標準清掃作業と著しく相違する 

      場合は、作業量等から別途、換算係数を定めるものとする。 

    エ  雨水調整池の清掃 

        清掃を行った雨水調整地について、側溝、泥だまり、スクリーンなどの施設の位置、大きさ 

      を明示した平面図に清掃箇所、清掃方法を示し、清掃方法ごとに清掃延長、発生汚砂量を 

      報告すること。清掃の内訳は、イ  水路（開渠）の清掃（浚渫）と同様とする。 

    オ  汚砂の運搬 

        汚砂の収集･運搬業務については、それぞれの運搬に応じたマニュフェストＢ２票とともに 

      報告すること。 

    カ  混合廃棄物の運搬 

        維持管理業務で発生した廃プラ類等の汚砂以外の産業廃棄物の収集･運搬業務につい 

      ては、それぞれの運搬に応じたマニュフェストＢ２票とともに報告すること。 

    キ  汚水ますの清掃 

        清掃を行った汚水ます及び取付管については、位置図、断面図を作成し昼間施工、夜間 

      施工と分けて報告すること。また、施設に不具合（破損、閉塞等）があった場合は、断面図に 

      管種、閉塞箇所を示し原因も合わせて報告すること。 

    ク  緊急調査業務 

        土日祝祭日、夜間において、緊急に調査した日時、場所、調査内容及び処理方法を報告 

      すること。 

    ケ  その他 

        上記のアからクの作業以外を行った場合は、日時、場所、作業内容を報告すること。 
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７  賠償責任及び補償 

  （１） 受託者は、下水道施設に損害を与えた時は、直ちに局監督員に報告し、その指示を受ける 

    とともに、速やかに現状復旧すること。 

  （２） 受託者は、作業にあたり、万一注意義務を怠ったことにより、第三者に損害を与えた場合 

     は、その復旧及び賠償に全責任を負うこと。 

 

８  機密保持 

    この業務に関連して業務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。 

 

９  協議 

    この仕様書に記載されていない事案が生じた場合は、事前に局監督員と協議のうえ承諾 

  を得て施工するものとする。 

 

10  その他 

  （１） 受託者は、本委託を一括して他人に請け負わせてはならない。 

  （２） 両者合意した場合は、翌年度の４月１日から６月３０日までの当該業務について、随意契約 

    にて委託を行う。 



5 

 

管渠清掃業務 実施要領 

 

１  清掃業務は横須賀市下水道土木工事共通仕様書に従い実施すること。ただし、本実施要領に

記載された事項は、横須賀市下水道土木工事共通仕様書に優先するものとする。 

 

２  清掃業務の履行にあたり、「実施計画書」を作成し、局監督員の承諾を得て業務にあたること。 

    また、緊急に対応が必要な場合は、「緊急指示書」により依頼するので速やかに対応を図るこ 

  と。ただし、土日、夜間などの閉庁時の緊急の指示は、局監督員等の口頭指示を「緊急指示書」 

  に代えるものとする。 

 

３  作業区域内は、必要に応じて交通整理員を配置し、車両及び歩行者の通行の誘導、並びに整

理を行わなければならない。 

 

４  土日、祝祭日、夜間など閉庁時に緊急な出動の依頼があった場合は、明らかに公共下水道に

関係する案件を除き、初期調査を行ってから清掃作業を行うこと。 

 

５  業務内訳 

    次に掲げる業務についての詳細は、以下のとおりである。 

  （１） 高圧洗浄車清掃業務φ250mm（堆積率 15％） 

      本業務はφ200mm～700mm の管渠清掃を行うものであり、吸泥車及び給水車とのセットを 

    標準とし、高圧洗浄車により加圧された洗浄水をノズルから噴射させ、土砂等をマンホールに 

    集め、これを吸泥車で吸い上げる作業とする。 

  （２） 吸引車清掃業務φ800mm（堆積率 15％） 

      本業務はφ800mm～2,000mm の管渠清掃を行うものであり、吸引車と高圧洗浄車のセット 

    を標準とし、作業員が管路内に入り、吸引車のホースの先端を操作して堆積している土砂等を 

    直接吸上げるまでの作業とする。 

  （３） 吸泥車清掃業務 

      本業務は、吸泥車と高圧洗浄車のセットを標準とし、水路（開渠）などにおいて、作業員が 

    吸泥車のホースの先端を操作して堆積している土砂等を直接吸上げるまでの作業とする。 

  （４） 吸泥車清掃業務（夜間） 

      本業務は、夜間に吸泥車清掃業務を行う作業とする。 

  （５） 人力清掃業務 

      本業務は、水路（開渠）、側溝、雨水調整池内などに堆積している土砂を作業員が掘削、 

    小車運搬（20m 程度）し、積込み用のバケットやダンプトラック等に積込むまでの一連の作業 

    とする。 

  （６） 積込業務 

      本業務は、道路と作業場所に段差がある水路(開渠)、側溝、雨水調整池内等から発生した 

    土砂をクレーン付トラック等によりダンプトラックに積込むまでの一連の作業とする。 
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  （７） 汚砂運搬業務（揚泥車運搬、運搬先：市外） 

      本業務は、維持管理業務で発生した有機質汚泥（汚水系）及び田浦行政区以北の雨水系の 

    汚泥を揚泥車で指定する市外処分地まで運搬する作業である。なお、運搬数量については少

数第３位まで計上すること。 

  （８） 汚砂運搬業務（揚泥車運搬、運搬先：市内） 

      本業務は、維持管理業務で発生した逸見行政区以南の排水区の雨水系の汚泥を揚泥車で 

    指定する市内処分地まで運搬する作業である。なお、運搬数量については少数第３位まで計

上すること。 

  （９） 汚砂運搬業務（４ｔダンプトラック運搬、運搬先：市外） 

      本業務は、維持管理業務で発生した有機質汚泥（汚水系）及び田浦行政区以北の雨水系の 

    汚泥を４ｔダンプトラックで指定する市外処分地まで運搬する作業である。なお、運搬数量につ

いては少数第３位まで計上すること。 

 （10） 汚砂運搬業務（４ｔダンプトラック運搬、運搬先：市内） 

      本業務は、維持管理業務で発生した逸見行政区以南の排水区の雨水系の土砂を４ｔダンプ 

    トラックで指定する市内処分地まで運搬する作業である。なお、運搬数量については少数第３

位まで計上すること。 

 （11） 混合廃棄物運搬業務（２ｔダンプトラック運搬、運搬先：市内） 

      本業務は、維持管理業務で発生した廃プラスティック類、木くず、金属くず、ガラスくず・コンク 

    リートくず及び陶磁器くず、がれき類などの産業廃棄物を２ｔダンプトラックに積込み、指定する 

    市内処分地まで運搬する作業である。なお、運搬数量については少数第３位まで計上するこ

と。 

 （12） 汚水ます清掃業務 

      本業務は、揚泥車と小型高圧洗浄機とのセットを標準とし、汚水ます内部、取付管に滞留 

    している汚水を小型高圧洗浄機で攪拌し、揚泥車で吸上げるまでの作業とする。 

 （13） 汚水ます清掃業務（夜間） 

      本業務は、夜間に汚水ます清掃を行う作業とする。 

 （14） 緊急出動調査費（土日、夜間） 

      本業務は、土日、夜間などの閉庁時の緊急な要望等に対応して現場に出動し、対象箇所の 

    状況や管理区分などの初期の調査までを行う作業とする。 

 

６  各清掃業務における昼間施工・夜間施工の定義 

  （１） 昼間施工とは、平日（閉庁日を除く）の８時 30 分から 17 時までをいう。 

  （２） 夜間施工とは、前記以外の日または時間帯をいう。 



昼間施工 １ｍ当たり
管径(mm)

土砂深率(%)

5 0.48 0.51 0.54 0.60 0.68 0.68 0.96 1.43

10 0.76 0.82 0.92 1.05 1.25 1.31 1.86 2.58

15 1.00 1.10 1.25 1.45 1.78 1.95 2.67 3.64

20 1.21 1.33 1.57 1.86 2.29 2.58 3.48 4.44

25 1.40 1.57 1.86 2.22 2.86 3.20 4.44 5.33

30 1.57 1.78 2.11 2.58 3.33 3.81 5.00 6.15

35 1.74 2.00 2.42 2.96 3.81 4.44 6.15 7.27

40 1.90 2.16 2.67 3.33 4.21 5.00 6.67 8.00

45 2.05 2.35 2.86 3.64 4.71 5.71 7.27 8.89

50 2.22 2.58 3.20 4.00 5.33 6.15 8.00 10.00

夜間施工 １ｍ当たり
管径(mm)

土砂深率(%)

5 0.60 0.64 0.68 0.76 0.86 0.86 1.21 1.80

10 0.96 1.03 1.16 1.32 1.58 1.65 2.34 3.25

15 1.26 1.39 1.58 1.83 2.24 2.46 3.36 4.59

20 1.52 1.68 1.98 2.34 2.89 3.25 4.38 5.59

25 1.76 1.98 2.34 2.80 3.60 4.03 5.59 6.72

30 1.98 2.24 2.66 3.25 4.20 4.80 6.30 7.75

35 2.19 2.52 3.05 3.73 4.80 5.59 7.75 9.16

40 2.39 2.72 3.36 4.20 5.30 6.30 8.40 10.08

45 2.58 2.96 3.60 4.59 5.93 7.19 9.16 11.20

50 2.80 3.25 4.03 5.04 6.72 7.75 10.08 12.60

夜間施工 １ｍ当たり
管径(mm)

土砂深率(%)

5 0.73 0.77 0.82 0.91 1.03 1.03 1.45 2.16

10 1.15 1.24 1.39 1.59 1.89 1.98 2.81 3.90

15 1.51 1.66 1.89 2.19 2.69 2.95 4.04 5.50

20 1.83 2.01 2.37 2.81 3.46 3.90 5.26 6.71

25 2.12 2.37 2.81 3.36 4.32 4.84 6.71 8.06

30 2.37 2.69 3.19 3.90 5.03 5.76 7.56 9.30

35 2.63 3.02 3.66 4.48 5.76 6.71 9.30 10.99

40 2.87 3.27 4.04 5.03 6.37 7.56 10.09 12.10

45 3.10 3.55 4.32 5.50 7.12 8.63 10.99 13.44

50 3.36 3.90 4.84 6.05 8.06 9.30 12.10 15.12

管渠清掃業務における管径・堆積率別換算表　別表Ａ

200～250 300 350 400 450 500 600 700

管渠清掃業務（夜間）における管径・堆積率別換算表　別表Ａ

200～250 300 350 400 450 500 600

600

700

700

伏越管渠清掃業務（夜間）における管径・堆積率別換算表　別表Ａ

200～250 300 350 400 450 500

7



昼間施工 １ｍ当たり
管径(mm)

土砂深率(%)

5 0.20 0.25 0.31 0.38 0.45 0.57 0.58 0.71 0.84 1.04

10 0.55 0.70 0.87 1.05 1.25 1.58 1.63 1.96 2.33 2.90

15 1.00 1.27 1.57 1.89 2.26 2.86 2.94 3.53 4.24 5.17

20 1.51 1.93 2.38 2.86 3.42 4.33 4.42 5.44 6.42 7.85

25 2.08 2.65 3.26 3.93 4.71 5.89 6.06 7.31 8.83 10.60

30 2.68 3.42 4.24 5.05 6.06 7.57 7.85 9.64 11.16 14.13

夜間施工 １ｍ当たり
管径(mm)

土砂深率(%)

5 0.25 0.31 0.39 0.48 0.56 0.71 0.73 0.89 1.05 1.30

10 0.69 0.88 1.09 1.31 1.56 1.98 2.04 2.45 2.91 3.63

15 1.25 1.59 1.96 2.36 2.83 3.58 3.68 4.41 5.30 6.46

20 1.89 2.41 2.98 3.58 4.28 5.41 5.53 6.80 8.03 9.81

25 2.60 3.31 4.08 4.91 5.89 7.36 7.58 9.14 11.04 13.25

30 3.35 4.28 5.30 6.31 7.58 9.46 9.81 12.05 13.95 17.66

夜間施工 １ｍ当たり
管径(mm)

土砂深率(%)

5 0.30 0.38 0.47 0.57 0.68 0.86 0.87 1.07 1.26 1.56

10 0.83 1.05 1.31 1.58 1.88 2.37 2.45 2.94 3.50 4.35

15 1.50 1.91 2.36 2.84 3.39 4.29 4.41 5.30 6.36 7.76

20 2.27 2.90 3.57 4.29 5.13 6.50 6.63 8.16 9.63 11.78

25 3.12 3.98 4.89 5.90 7.07 8.84 9.09 10.97 13.25 15.90

30 4.02 5.13 6.36 7.58 9.09 11.36 11.78 14.46 16.74 21.20

1,200

管渠清掃業務における管径・堆積率別換算表　別表Ｂ

1,350 1,500 1,650 1,800 2,000800 900 1,000 1,100

800 900 1,000 1,100 1,200 1,350 1,500 1,650 1,800 2,000

管渠清掃業務（夜間）における管径・堆積率別換算表　別表Ｂ

1,650

伏越管渠清掃業務（夜間）における管径・堆積率別換算表　別表Ｂ

800 900 1,000 1,100 1,200 1,350 1,500 1,800 2,000

8
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産業廃棄物処理作業（汚泥・市外）特記仕様書 

［収集・運搬(積替なし)用］ 

 

 本仕様書は、委託者（以下「甲」という。）から排出される産業廃棄物の収集・運搬に関し

て、次のとおり定める。 

（目的） 

第１条 受託者（以下「乙」という。）は、甲から排出される産業廃棄物を「廃棄物の処理及

び清掃に関する法律」及び関係法令に従って、適正に処理することを目的とする。 

（委託内容） 

第２条 乙は、自らの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを契約書に添付しなければ

ならない。なお、許可事項に変更があったときも同様とする。 

２ 甲が、乙に収集・運搬を委託する産業廃棄物の種類及び予定数量は、次のとおりとする。 

  種  類 ：  汚泥（汚水系及び雨水系の汚泥）    

  数  量 ：  ８５ ｔ（予定数量）           

３ 乙は、甲から委託された前項の産業廃棄物を、甲の指定する別紙の処分業者の事業場に搬

入する。 

４ 乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替えを行ってはならない。 

５ 乙は、第３項に指定する事業場以外では、甲から委託された産業廃棄物を処分するための

保管を行ってはならない。また、第３項に指定する事業場において保管を行う場合は、法令

に基づき、かつ、履行期間内に確実に処分できる範囲で行うものとする。 

６ 乙は、甲から委託された産業廃棄物の収集・運搬業務を他人に委託してはならない。ただ

し、履行期間中に収集・運搬業務を他人に委託する必要が生じた場合、乙は、書面による甲

の承認を得て、法令の定める再委託基準に従うことにより、収集・運搬業務を再委託するこ

とができる。この場合において、乙は、甲の要求があったときは、この再委託を乙の責任に

おいて解除しなければならない。 

７ 甲は、委託する産業廃棄物の収集・運搬にあたり、必要に応じて日時等を指示する。 

８ 乙は、甲又は甲の指定する職員の指示に従い、この業務を履行しなければならない。 

９ 甲は、産業廃棄物の搬出の都度、マニフェスト伝票に必要事項を記入し乙に交付する。 

（義務と責任） 

第３条 甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報として、次の事項についてあらか

じめ乙に提供するものとする。 

（1） 産業廃棄物の性状及び荷姿 

（2） 通常の保管状況での腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 

（3） 他の廃棄物との混合等により生ずる支障 

（4） その他取扱う際に注意すべき事項 

２ 甲は、委託する産業廃棄物の収集・運搬に支障を生じさせるおそれのある物質が混入しな

いように注意する。万一混入したことを知り得たときは、直ちに乙に通知しなければならな

い。 

第４条 乙は、甲から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から処分施設におけ

る荷降ろし作業が完了するまで、法令に基づき適正に処理する責任を負う。この間に発生し

た損害（第三者に及ぼした損害を含む。）が生じたときは、その原因が甲の責に帰するべき
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場合を除き、乙が責任を負う。 

２ 乙は、甲から委託された業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し甲に提出する。

ただし、業務終了報告書は、マニフェストＢ２票で代えることができる。 

（検査等） 

第５条 乙は、この業務が完了したときは、甲の指定する職員の検査を受けなければならない。 

２ 前項の検査の結果、不合格のものがあるときは、甲の指定する期日までに速やかに履行し

なければならない。 

（契約の解除） 

第６条 甲、乙は、相手方がこの契約の各条項のいずれかに違反したときは、この契約を解除

することができる。 

２ 前項の規定又は法令の規定によりこの契約を解除することができる場合であっても、この

契約に基づき甲から引き渡しを受けた産業廃棄物の処理を乙が完了していないときは、当該

産業廃棄物を甲乙双方の責任で処理した後でなければ、この契約は解除できない。 

（協議） 

第７条 この契約に定めのない事項については、上下水道局契約規程（平成16年横須賀市上下 

 水道企業管理規程第11号）によりその例によることとされている契約規則（昭和44年横須賀 

 市規則第９号）に基づく甲の指示によるものとする。 

２ 前項の指示により難いとき又はこの契約に疑義が生じたときは、その都度甲乙が協議して

決定する。 

 

 

 

 

 



11 

 

（仕様書第２条第３項関係） 

 

処分又は再生を行う事業場 

１ 処 分 先（中間処分又は最終処分） 

  

 事業場の名称         ：      松本建設株式会社                                 

 所 在 地         ：      神奈川県横浜市金沢区福浦 １－１５－７            

 処 分 の 方 法         ：      中間処分                                         

 施設の処理能力  ：      脱水１施設  １基（ ９．６ｍ３/日 ）            

                          脱水２施設  １基（ ９．８５ ｍ３/日 ）            

 

 

２ 再 生 先 

  

 事業場の名称         ：                                                       

 所 在 地         ：                                                       

 再 生 の 方 法         ：                                                       

 施設の処理能力  ：                                                       

 



12 

 

産業廃棄物処理作業（汚泥・市内）特記仕様書 

［収集・運搬(積替なし)用］ 

 

 本仕様書は、委託者（以下「甲」という。）から排出される産業廃棄物の収集・運搬に関し

て、次のとおり定める。 

（目的） 

第１条 受託者（以下「乙」という。）は、甲から排出される産業廃棄物を「廃棄物の処理及

び清掃に関する法律」及び関係法令に従って、適正に処理することを目的とする。 

（委託内容） 

第２条 乙は、自らの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを契約書に添付しなければ

ならない。なお、許可事項に変更があったときも同様とする。 

２ 甲が、乙に収集・運搬を委託する産業廃棄物の種類及び予定数量は、次のとおりとする。 

  種  類 ：  汚泥（雨水系の汚泥 ）               

  数  量 ：  １９０ ｔ（予定数量）          

３ 乙は、甲から委託された前項の産業廃棄物を、甲の指定する別紙の処分業者の事業場に搬

入する。 

４ 乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替えを行ってはならない。 

５ 乙は、第３項に指定する事業場以外では、甲から委託された産業廃棄物を処分するための

保管を行ってはならない。また、第３項に指定する事業場において保管を行う場合は、法令

に基づき、かつ、履行期間内に確実に処分できる範囲で行うものとする。 

６ 乙は、甲から委託された産業廃棄物の収集・運搬業務を他人に委託してはならない。ただ

し、履行期間中に収集・運搬業務を他人に委託する必要が生じた場合、乙は、書面による甲

の承認を得て、法令の定める再委託基準に従うことにより、収集・運搬業務を再委託するこ

とができる。この場合において、乙は、甲の要求があったときは、この再委託を乙の責任に

おいて解除しなければならない。 

７ 甲は、委託する産業廃棄物の収集・運搬にあたり、必要に応じて日時等を指示する。 

８ 乙は、甲又は甲の指定する職員の指示に従い、この業務を履行しなければならない。 

９ 甲は、産業廃棄物の搬出の都度、マニフェスト伝票に必要事項を記入し乙に交付する。 

（義務と責任） 

第３条 甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報として、次の事項についてあらか

じめ乙に提供するものとする。 

（1） 産業廃棄物の性状及び荷姿 

（2） 通常の保管状況での腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 

（3） 他の廃棄物との混合等により生ずる支障 

（4） その他取扱う際に注意すべき事項 

２ 甲は、委託する産業廃棄物の収集・運搬に支障を生じさせるおそれのある物質が混入しな

いように注意する。万一混入したことを知り得たときは、直ちに乙に通知しなければならな

い。 

第４条 乙は、甲から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から処分施設におけ

る荷降ろし作業が完了するまで、法令に基づき適正に処理する責任を負う。この間に発生し 

た損害（第三者に及ぼした損害を含む。）が生じたときは、その原因が甲の責に帰するべき
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場合を除き、乙が責任を負う。 

２ 乙は、甲から委託された業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し甲に提出する。

ただし、業務終了報告書は、マニフェストＢ２票で代えることができる。 

（検査等） 

第５条 乙は、この業務が完了したときは、甲の指定する職員の検査を受けなければならない。 

２ 前項の検査の結果、不合格のものがあるときは、甲の指定する期日までに速やかに履行し

なければならない。 

（契約の解除） 

第６条 甲、乙は、相手方がこの契約の各条項のいずれかに違反したときは、この契約を解除

することができる。 

２ 前項の規定又は法令の規定によりこの契約を解除することができる場合であっても、この

契約に基づき甲から引き渡しを受けた産業廃棄物の処理を乙が完了していないときは、当該

産業廃棄物を甲乙双方の責任で処理した後でなければ、この契約は解除できない。 

（協議） 

第８条 この契約に定めのない事項については、上下水道局契約規程（平成16年横須賀市上下 

 水道企業管理規程第11号）によりその例によることとされている契約規則（昭和44年横須賀 

 市規則第９号）に基づく甲の指示によるものとする。 

２ 前項の指示により難いとき又はこの契約に疑義が生じたときは、その都度甲乙が協議して

決定する。 
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（仕様書第２条第３項関係） 

 

処分又は再生を行う事業場 

１ 処 分 先（中間処分又は最終処分） 

  

 事業場の名称         ：      田中石材土木株式会社                             

 所 在 地         ：      横須賀市佐島１丁目２番１                         

 処 分 の 方 法         ：      中間処分                                         

 施設の処理能力  ：      脱水施設 （ ２４０ ｍ３/ ８ｈ   ）                

 

 

２ 再 生 先 

  

 事業場の名称         ：                                                       

 所 在 地         ：                                                       

 再 生 の 方 法         ：                                                       

 施設の処理能力  ：                                                       
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産業廃棄物処理作業（混合廃棄物）特記仕様書 

［収集・運搬(積替なし)用］ 

 

 本仕様書は、委託者（以下「甲」という。）から排出される産業廃棄物の収集・運搬に関し

て、次のとおり定める。 

（目的） 

第１条 受託者（以下「乙」という。）は、甲から排出される産業廃棄物を「廃棄物の処理及

び清掃に関する法律」及び関係法令に従って、適正に処理することを目的とする。 

（委託内容） 

第２条 乙は、自らの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを契約書に添付しなければ

ならない。なお、許可事項に変更があったときも同様とする。 

２ 甲が、乙に収集・運搬を委託する産業廃棄物の種類及び予定数量は、次のとおりとする。 

  種  類 ：  廃プラスチック類、木くず、金属くず、ガラスくず・   

                    コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 の混合廃棄物   

  数  量 ：  １ｔ（予定数量）        

３ 乙は、甲から委託された前項の産業廃棄物を、甲の指定する別紙の処分業者の事業場に搬

入する。 

４ 乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替えを行ってはならない。 

５ 乙は、第３項に指定する事業場以外では、甲から委託された産業廃棄物を処分するための

保管を行ってはならない。また、第３項に指定する事業場において保管を行う場合は、法令

に基づき、かつ、履行期間内に確実に処分できる範囲で行うものとする。 

６ 乙は、甲から委託された産業廃棄物の収集・運搬業務を他人に委託してはならない。ただ

し、履行期間中に収集・運搬業務を他人に委託する必要が生じた場合、乙は、書面による甲

の承認を得て、法令の定める再委託基準に従うことにより、収集・運搬業務を再委託するこ

とができる。この場合において、乙は、甲の要求があったときは、この再委託を乙の責任に

おいて解除しなければならない。 

７ 甲は、委託する産業廃棄物の収集・運搬にあたり、必要に応じて日時等を指示する。 

８ 乙は、甲又は甲の指定する職員の指示に従い、この業務を履行しなければならない。 

９ 甲は、産業廃棄物の搬出の都度、マニフェスト伝票に必要事項を記入し乙に交付する。 

（義務と責任） 

第３条 甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報として、次の事項についてあらか

じめ乙に提供するものとする。 

（1） 産業廃棄物の性状及び荷姿 

（2） 通常の保管状況での腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 

（3） 他の廃棄物との混合等により生ずる支障 

（4） その他取扱う際に注意すべき事項 

２ 甲は、委託する産業廃棄物の収集・運搬に支障を生じさせるおそれのある物質が混入しな

いように注意する。万一混入したことを知り得たときは、直ちに乙に通知しなければならな

い。 

第４条 乙は、甲から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から処分施設におけ

る荷降ろし作業が完了するまで、法令に基づき適正に処理する責任を負う。この間に発生し
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た損害（第三者に及ぼした損害を含む。）が生じたときは、その原因が甲の責に帰するべき

場合を除き、乙が責任を負う。 

２ 乙は、甲から委託された業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し甲に提出する。

ただし、業務終了報告書は、マニフェストＢ２票で代えることができる。 

（検査等） 

第５条 乙は、この業務が完了したときは、甲の指定する職員の検査を受けなければならない。 

２ 前項の検査の結果、不合格のものがあるときは、甲の指定する期日までに速やかに履行し

なければならない。 

（契約の解除） 

第６条 甲、乙は、相手方がこの契約の各条項のいずれかに違反したときは、この契約を解除

することができる。 

２ 前項の規定又は法令の規定によりこの契約を解除することができる場合であっても、この

契約に基づき甲から引き渡しを受けた産業廃棄物の処理を乙が完了していないときは、当該

産業廃棄物を甲乙双方の責任で処理した後でなければ、この契約は解除できない。 

（協議） 

第９条 この契約に定めのない事項については、上下水道局契約規程（平成16年横須賀市上下 

 水道企業管理規程第11号）によりその例によることとされている契約規則（昭和44年横須賀 

 市規則第９号）に基づく甲の指示によるものとする。 

２ 前項の指示により難いとき又はこの契約に疑義が生じたときは、その都度甲乙が協議して

決定する。 
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（仕様書第２条第３項関係） 

 

処分又は再生を行う事業場 

１ 処 分 先（中間処分又は最終処分） 

  

 事業場の名称         ：      木村金属工業株式会社               

 所 在 地         ：      横須賀市内川二丁目４番３６号           

 処 分 の 方 法         ：      中間処分                     

 施設の処理能力  ：      破砕施設（１００．９５８４ｔ/８ｈ）        

 

 

２ 再 生 先 

  

 事業場の名称         ：                                                       

 所 在 地         ：                                                       

 再 生 の 方 法         ：                                                       

 施設の処理能力  ：                                                       
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個人情報の取扱いに関する特記事項 

 

（個人情報を取り扱う際の基本的事項） 

第１条 受託者（以下「乙」という。）は、個人情報の保護の重要性を認識し、業務に関

して個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報

を適正に取り扱わなければならない。 

（適正な管理） 

第２条 乙は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん、き損及びその他の事故を未然に防止す

るため必要な措置を講じなければならない。 

２ 乙は、個人情報の取扱いに関する責任体制を整備し、管理責任者を定めなければなら

ない。 

３ 乙は、個人情報の保管にあたっては、この契約による業務により取得した個人情報と

それ以外の個人情報を明確に区分し、管理しなければならない。 

（管理責任者等の教育及び研修） 

第３条 乙は、個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、管

理責任者及び従事者に対し、横須賀市個人情報保護条例第14条（受託者等の責務）、第

32条及び第33条（罰則）の内容並びに本特記事項において従事者が遵守すべき事項その

他この契約による業務の適切な履行に関し必要な事項について、教育及び研修を実施し

なければならない。 

（秘密の保持） 

第４条 乙は、個人情報の内容を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は

解除された後においても同様とする。 

２ 乙は、この契約による業務の処理の従事者が個人情報を管理責任者の承諾を得ること

なく事務所以外の場所に持ち出し、又は不適切な取扱いにより第三者に漏らすことのな

いように、必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

（収集の制限） 

第５条 乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を収集するときは、その目的

を明確にし、当該目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなけ

ればならない。 

（目的外利用等の禁止） 

第６条 乙は、委託者（以下「甲」という。）の指示又は承諾があるときを除き、この契

約による業務の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は第三者に提供してはならな

い。 

（複写等の禁止） 

第７条 乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、業務を実施するために

甲から提供された個人情報を複写し、又は複製してはならない。 

（資料等の返還） 

第８条 乙は、この契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、

複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解

除された後直ちに甲に返還し、又は引き渡し、若しくは消去しなければならない。ただ

し、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。 
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２ 乙は、前項の規定により電子記録媒体に記録された個人情報を消去する場合は、当該

個人情報が復元できないように確実に消去しなければならない。 

３ 乙は、前項の規定により個人情報を消去した場合は、当該個人情報を消去した旨の報

告書を甲に提出しなければならない。 

（再委託の禁止等） 

第９条 乙は、個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託（以下「再

委託」という。）してはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合は、この限

りでない。 

２ 乙は、個人情報の処理を再委託する場合及び再委託の内容を変更する場合は、あらか

じめ次の各号に規定する事項を記載した書面を甲に提出し、前項ただし書きの承諾を得

なければならない。 

（１）再委託の相手方 

（２）再委託を行う業務の内容 

（３）再委託で取り扱う個人情報 

（４）再委託の期間 

（５）再委託が必要な理由 

（６）再委託の相手方における責任体制及び管理責任者 

（７）その他甲が必要と認める事項 

３ 乙は、前項の規定により個人情報を取り扱う事務を再委託の相手方（以下「再受託

者」という。）に取り扱わせる場合には、乙と再受託者との契約内容に関わらず、再受

託者の当該事務に関する行為について責任を負うものとする。 

４ 乙は、再委託契約において、再受託者に対する監督及び個人情報の安全管理の方法に

ついて具体的に指示しなければならない。 

５ 乙は、この契約による業務を再委託した場合は、その履行を監督するとともに、甲の

求めに応じて、再受託者の状況等を報告しなければならない。 

（立入調査等） 

第10条 甲は、個人情報を保護するために必要な限度において、乙に対し、個人情報を取

り扱う事務について管理状況の説明若しくは資料の提出を求め、又は乙の事務所に立ち

入ることができる。 

２ 乙は、甲から個人情報の取扱いに関して改善を指示されたときは、その指示に従わな

ければならない。 

（事故発生時等における報告） 

第11条 乙は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故（以下「漏えい事故」

という。）が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告

し、甲の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後において

も同様とする。 

２ 乙は、漏えい事故が生じた場合、当該事故の被害を最小限にするため、甲と協力して

必要な措置を講じ、かつ、甲の指示に従わなければならない。 

（補則） 

第12条 乙は、この契約における個人情報の取扱いについて疑義が生じたときは、甲と協

議し、その指示に従わなければならない。 



 
     公共下水道管路施設維持管理業務委託（その２） 
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横須賀市公共下水道区域 

追浜行政センター管内 

田浦行政センター管内 

逸見行政センター管内 

本庁管内 

衣笠行政センター管内 浦賀行政センター管内 

大津行政センター管内 

西行政センター管内 

北下浦行政センター管内 

久里浜行政センター管内 






























